
JCB 通信販売加盟店規約
第１条 （総則）

第２条 （用語の定義）

第３条 （加盟店）

第４条 （加盟金等）

第５条 （届出事項の変更）

第６条 （地位の譲渡等）

第７条 （業務の委託）

第８条 （通信販売にかかわる広告）

規約上の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が㈱ジェーシービー
のみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社または JCB」を「JCB」と読みかえます。

ＪＣＢ 通 信 販 売 加 盟 店 規 約
（2009年12月1日改訂）



第９条 （商品等）

第１０条 （通信販売）

第１１条 （申込受付方法）

第１２条 （通信販売の方法）

第１３条 （加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等）

第１４条 （商品等の送付、提供）

第１５条 （事前承認の義務）

第１６条 （カードの不正使用等）

第１７条 （売上債権の譲渡）

第１８条 （割引料および支払い）



第１９条 （通信販売の取消し）

第２０条 （商品の所有権）

第２１条 （支払停止の抗弁）

第２２条 （買戻特約等）

第２３条 （差押等の場合の処理）

第２４条 （セキュリティ保持義務）

第２５条 （情報の収集および利用等）



第２６条 （加盟店信用情報機関の利用および登録）

第２７条 （加盟店情報の開示、訂正、削除）

第２８条 （加盟店情報の取扱いに関する不同意）

第２９条 （契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用）

第３０条 （カードに関する情報等の機密保持）

第３１条 （通信販売の停止）

第３２条 （取扱期間）

第３３条 （解約）

第３４条 （契約解除）

第３５条 （契約終了後の処理）



第３６条 （反社会的勢力との取引拒絶）

第３７条 （本規約に定めのない事項）

第３８条 （準拠法）

第３９条 （合意管轄裁判所）

第４０条 （規約の変更）

＜提携ブランドカード会社＞

＜共同利用会社＞

＜加盟信用情報機関＞

住所

共同利用するものの範囲

登録される情報

URL
共同利用の管理責任者

電話番号

社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター

登録包括信用あっせん業者、登録個別信用あっせん業
者、立替取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会
員でありかつ加盟店情報交換センターの会員会社
（参加会員は、上記ホームページよりご確認いただけま
す。）

①割賦販売法３５条の３の５及び割賦販売法３５条の３の
２０における個別信用購入あっせん関係販売契約等の
勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び
調査事項

②割賦販売法に基づき同施行規則第６０条第２号イ又は
同３号の規定による調査を行った事実及び事項

③個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせ
ん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実
及び事項

④会員会社と加盟店との加盟店契約の申込を受けた事
実とその加盟店審査の結果並びにクレジット取引を
行った事実、その取引内容、取引の結果、その他取引に
関する客観的事実

⑤顧客（契約済みのものに限らない）から会員会社に申し
出のあった内容及び当該内容について、会員会社が顧
客などの関係者から調査収集した情報

⑥行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とそ
の内容（特定商取引に関する法律等について違反し、
公表された情報等）、及び当該内容について、加盟店情
報交換センター及び加盟店情報交換センターの会員
会社が調査収集した情報

⑦加盟店情報交換センターが興信所から提供を受けた
内容（倒産情報等）
⑧前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者
又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住
所、電話番号及び生年月日（法人の場合は、名称、住
所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日）

http://www.j-credit.or.jp/
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
03-5643-0011

〒103-0016 東京都中央区日本橋小綱町14-1
住友生命日本橋小綱町ビル 6F

日本クレジットカード協会の会員（会員の提携会社を含
む。加盟会員企業名は上記ホームページよりご確認いた
だけます。）

・両社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・
住所等の個人情報

・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加
盟店取引情報

・加盟会員が加盟店情報を利用した日付

http://www.jcca-office.gr.jp/
日本クレジットカード協会 事務局長
03-6738-6626

〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17
新橋I-Nビル 1F

＜お問い合わせ先＞



特定カード取扱通信販売加盟店特約
第１条（総則）

第２条（提携ブランドカードの取扱い等）

第３条（本特約の終了）

第４条（契約終了後の処理）

＜当社所定の提携ブランドカード会社＞

＜提携ブランドカード＞

信用販売の方法

＜別表＞　売上集計表・売上票の締切日および売上代金の支払日

ショッピング1回払い・
ショッピングリボ払い・
ショッピング分割払い

ボーナス1回払い

前月16日～当月15日

取　扱　期　間

翌月15日

当月15日

7月15日 8月15日

12月15日 翌年１月15日

②翌月15日および翌々月15日

①翌月末日

夏期

冬期

12月16日～6月15日

7月16日～11月15日

締　切　日 加盟店への支払日

※売上集計表・売上票は締切日到着分をもって締め切らせていただきます。
※支払日の15日・末日が金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。

ショッピング2回払い

（い）

209560-001・0909（25.8）TC


